
領事・旅券手数料 
 

令和４年３月２４日 
在サンパウロ総領事館 領事部 

 
 
令和４年（２０２２年）４月１日からの領事・旅券手数料は下記のとおりです。 
なお、（  ）内は旧手数料で、令和４年（２０２２年）３月３１日までに申請が受理された場
合に適用されます。 
  

種                        別 金    額（Ｒ＄） 

   遺産の保護管理 
   遺言の公証 

   遺産の額の２／１００ 

   ２８５.００(２５９,００) 

 
 旅 
 
 券 
 
 関 
 
 係 

３．一般旅券(１０年用)の発給 

４．一般旅券(５年用)の発給 

５．一般旅券(１２歳未満)の発給 

６．他の一般旅券の発給（限定・記載事項変更等） 

７． 

８．一般旅券の渡航先の追加９．10．（削 除） 

11．一般旅券の査証欄の増補 

12．渡航書の発給 

   ８００.００(７２７,００) 

  ５５０.００(５００,００) 

   ３００.００(２７３,００) 

   ３００.００(２７３,００) 

   

    ８０.００(  ７３,００) 

   １２５.００(１１４,００) 

   １２５.００(１１４,００) 

 
 査 

 

 証 

 
 関 

 
 係 

一般入国査証   a. 一般 

13．         b. インド人 

   １５０.００(１３６,００) 

    ４２.００(  ３８,００) 

   数次入国査証   a. 一般 

14．         b. インド人 

   ３００.００(２７３,００) 

    ４２.００(  ３８,００) 

   通過査証     a. 一般 

15．         b. インド人 

    ３５.００(  ３２,００) 

     ４.００(    ３,００) 

16．再入国の許可の有効期間の延長17．    １５０.００(１３６,００) 

 
 
 
 証 
 
 
 明 
 
 
 関 
 
 
 係 

18．（削 除） 

19．国籍証明 

20．在留証明 

21．出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 

22．職業証明 

  翻訳証明 

24．署名又は印章の証明 

イ．官公署に係るもの 

ロ．その他のもの 

25．遺骨証明 

26．原産地証明 

27．日本品の外国輸入証明 

28．船内遺留品目録証明 

29．航行報告証明 

30．上記に掲げるもの以外の証明 

 

 

   ２２０.００(２００,００) 

    ６０.００(  ５５,００) 

    ６０.００(  ５５,００) 

   １００.００(  ９１,００) 

   ２２０.００(２００.００) 

 

   ２２５.００(２０５,００) 

    ８５.００(  ７７,００) 

   １２５.００(１１４,００) 

   ２２０.００(２００,００) 

   １９０.００(１７３,００) 

    ４５.００(  ４１,００) 

    ６５.００(  ５９,００) 

   １０５.００(  ９５,００) 

 
 


